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はじめに

オランダ船が持ち渡った脇荷物は、従来より、オラ

ンダ商館長以下の館員や船員の役得として一定額だけ

取引が許された私貿易品といわれており、山脇悌二

郎氏によれば、日本側文献史料上、「脇荷物」という

語の初見は延宝元年（1673）といわれる。（1）しかし、

この私貿易品の取引である脇荷貿易は、おそらくオラ

ンダ商館が平戸にあった時代から慣例的に認められて

いたと考えられ、日本側では、少なくとも寛文 10 年

（1670）には公認され、（2）オランダ側ではそれ以前の

1667 年 ( 寛文 7) には公認されていたという。（3）

近世における脇荷貿易（4）の継続については、常

に問題がつきまとっていた。19 世紀前半の文政 9 年

（1826）に新出島商館長として来日したヘルマン・フェ

リックス・メイラン G.F.Meijlan は、1818 年（文政元）

の規程で定められた脇荷貿易の制限高（40,000 グルデ

ン）が全く守られていない結果、日本市場にもバタヴィ

ア市場にも商品（脇荷物）があふれ数々の弊害をもた

らしていることを指摘した。しかし、脇荷貿易を全て

禁止すると、これにより利益を得ている日本人だけで

なく、給料の不足分をもっぱらこの貿易にたよってい

るオランダ商館員からも反撥を招くとして、日本にい

る館員の間で個人貿易協会 Particuliere Handelsociëteit
を設立して一括運営をおこなうことを計画し、文政

10 年 (1827) から同 12 年 (1829) にかけて 3 年間実施し

た。結局オランダ商館内部の対立・抗争により 1830
年に個人貿易協会は廃止となり、1818 年の規程に復

すことになる。（5）

その後、天保 6 年（1835）になると、オランダ商館

長以下の館員や船員等の私貿易関与・参加は排除さ

れ、脇荷貿易はバタヴィア政庁によって決められた賃

借人により独占的におこなわれることになる。この脇

荷貿易システムの改変に関する開始時期、理由、そし

て天保 6 年の日本における取引の実態については、拙

稿「賃借人の登場－近世後期におけるオランダ船脇

荷貿易システムの改変とその実態－」（『洋学』第 23
号、平成 28 年）において考察・解明したところであ
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るが、この貿易は、政庁と賃借人との間で結ばれた契

約 (kontract) に基づいておこなわれていた。

本稿は、この天保 6 年 (1835) からはじまる賃借人

による脇荷貿易が、翌天保 7 年 (1836) にどのように

継続されたのか、オランダ側・日本側両史料を検討し

その実態について考察するものである。

第 1章　脇荷貿易に関する契約書

天保 6 年（1835）の日本での脇荷貿易の賃借人

は、エス・ファン・バーゼル・トゥーラール商会 de 
kooplieden S: van Basel Toelaer en Co. であったが、翌天

保 7 年（1836）からは、商人ヘーフェルスとファン ･

ブラーム de kooplieden Gevers en van Braam に代わり、

天保 9 年（1838）までの 3 年間の契約が政庁との間で

結ばれた。1835 年度の取引に関する契約書は、（6）エ

ス・ファン・バーゼル・トゥーラール商会と政庁の一

部局である物産民間倉庫局長 den Directeur van 's lands 
Producten en Civiele Magasijnen との間で 1835 年 5 月

30 日に結ばれている。それに対して、商人ヘーフェ

ルスとファン ･ブラームと、物産民間倉庫局長との間

で結ばれた契約書は、（7）そのほぼ 1 ヶ月後の 1835 年

7 月 4 日付けであり、エス・ファン・バーゼル・トゥー

ラール商会の貿易が始まる以前に既に結ばれていた。

本章では、1835 年度用の契約書（以下、A 契約書

もしくは（A）と記す）と 1836 年～ 1838 年度用の契

約書（以下、B 契約書もしくは（B）と記す）を比較

検討し、B 契約書が A 契約書と比べてどのような点

が変更されているのか注目して考察していきたい。

表 1 は A 契約書と B 契約書を拙訳の上、比較対照

したものである。まず、各条文の要旨と共に、A 契約

書と B 契約書の相違点を簡潔に記していきたい。

（A）	第 1 条・（B) 第 1 条：脇荷貿易（＝カンバン貿易）

の譲渡について。

（A）：	エス・ファン・バーゼル・トゥーラール商

会が 1835 年度の脇荷貿易をおこなう。

（B）：	商人ヘーフェルスとファン ･ ブラームが

1836・1837・1838 年度の脇荷貿易をおこ

なう。
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表 1　1835 年度用契約書と 1836 年～ 1838 年度用契約書の比較対照表
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（A）	第 2 条・（B) 第 2 条：賃借人の独占権について。

	 （A）・（B）：同内容。

（A）	第 3 条・（B) 第 3 条：代理人の派遣と帰帆の厳守

について。

	 （A）・（B）：同内容。

（A）	第 4 条：今まで脇荷貿易に参加が許されていた職

員が事前に用意していた私貿易品を賃借人が買い

取る義務について。

	 （A）のみの条文で、（B）には存在しない。

（A）	第 5 条・（B) 第 4 条：脇荷貿易のための資金の上

限について。

	 （A）・（B）：同内容。

（A）	第 6 条・（B) 第 5 条：賃借人に対しての禁止事項

と罰則について。

（A）：	会社貿易品（＝本方貿易品）は、脇荷貿易

品にはならず、ウニコールは特にそうであ

る。

（B）：	会社貿易品（＝本方貿易品）は、年に 1 ピ

コル賃借人が輸出できる貿易品であるウニ

コールを除いて、脇荷貿易品にはならない。

（A）	第 7 条・（B) 第 6 条：脇荷物にかかる日本とバタ

ヴィアでの税の支払いについて。

	 （A）・（B）：同内容。

（A）	第 8 条・（B) 第 7 条：賃借人持ち渡り商品の販売

方法（ は脇荷取引、 は自由処分）について。

	 （A）・（B）：同内容。

（A）	第 9 条・（B) 第 8 条：賃借人とその商品に対する

航海中と日本滞在中での優遇措置について。

（A）：	商品輸送時、船舶の積量を 40 ラストまで

支払いなしとする。

（B）：	商品輸送時、船舶の積量を場所がある限り

において、40 ラスト以上でも支払いなし

とする。

（A）	第 10 条・（B) 第 9 条：商館職員・船員の禁止事

項について。

	 （A）・（B）：同内容。

（A）	第 11 条・（B) 第 10 条：賃借人の日本での肩書き

について。

	 （A）・（B）：同内容。

（A）	第 12 条・（B) 第 11 条：商館長と賃借人との関係

について。

	 （A）・（B）：同内容。

（A）	第 13 条・（B) 第 12 条：賃借権料の支払いについて。

（A）：	賃借権料として 30,000 グルデンの銀貨の

支払い。

（B）：	賃借権料として年に 35,000 グルデンの銀

貨の支払いで、3 年間で合計 105,000 グル

デンの支払。

（A）	第 14 条・（B) 第 13 条：注文品（＝誂物）について。

	 （A）・（B）：同内容。

（A）	第 15 条・（B) 第 14 条：賃借に関する論争時の解

決策について。

（A）	には記されていない条文として、（B）には、

日本の役人が賃借問題にはかかわらないことを記

す。

（A）	第 16 条・（B) 第 15 条：契約と担保について。

	 （A）・（B）：同内容。

上記のことより、特に注目される (A)(B) の相違点

として次のことが挙げられる。

○ A 契約書第 4 条が B 契約書では削除されている。

1835 年度が賃借人による脇荷貿易の初年度であった

ことより、(A) 第 4 条は、オランダ商館長以下の館員

に対する譲歩策として結ばれたものと思われ、賃借人

による脇荷貿易が周知される翌 1836 年度からは、こ

の条文は削除されることになったのであろう。

○ A 契約書の第 6 条では、ウニコール（一角）は脇

荷物として許されなかったが、1836 年度からは (B 契

約書第 5条 )、1ピコルの輸出が許されるようになった。

ウニコールは高価な薬品（解毒薬）であり、誂物など

では以前から輸入されており脇荷物としては扱われて

こなかったが、1836 年度からは賃借人が持ち渡るこ

とが許された。

○ A 契約書第 9 条では、賃借人の商品輸送は 40 ラス

トまで賃借人の支払なしですまされていたが、1836
年度以降 (B 契約書第 8 条 ) ではスペースがある限り

において 40 ラスト以上でも支払なしと決められた。

商品輸送に関して、より優遇措置が取られるように

なったことがわかる。

○ A 契約書第 13 条では、賃借権料が 30,000 グルデン

の銀貨であったが、1836 年度以降では (B 契約書第 12
条 )、年 35,000 グルデンの銀貨に増額されている。上

記の優遇措置と対極に位置づけられる条文といえよ

う。

○ A 契約書第 15 条では記されていなかった、賃借問

題に関して日本の役人がかかわらないことが、B 契約

書第 14 条では明記された。

以上、A 契約書に比べて、数点の変更がみられる B
契約書に基づいて、天保 7 年 (1836) から同 9 年 (1838)
にかけて賃借人（商人ヘーフェルスとファン・ブラー

ム）による脇荷貿易がおこなわれたものと考えられる。

以下、第 2 章においては、天保 7 年の脇荷貿易につい

て現存するオランダ側・日本側両史料を提示検討の上、

随時、契約書に照合しながら考察を加えていきたい。

また、第 3 章では、天保 7 年より賃借人に持ち渡りが

許されたウニコールの取引について、さらに、第 4 章

では、脇荷貿易システムが改変されたことによって生
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じた出島商館職員および船長に対する補償金制度につ

いて考察していきたい。

第 2章　天保 7年 (1836) の賃借人による脇荷貿易

天保 7 年には、オランダ船メリー・エン・ヒレゴン

ダ号 Marij en Hillegonda が長崎港に入津している。こ

の船には、脇荷貿易の〔賃借〕代理人 de agent voor 
den kambang handel としてリスール C. Lissour が乗船

してきた。

以下、リスールが持ち渡った天保 7 年における脇荷

物の取引を解明しうる現存の日蘭両史料について紹介

していきたい。

まず、オランダ側史料として次の表題を持つ史料を

挙げることができる。

De ondergetekenden, pachters van den Japanschen 
particulieren handel, verklaren mitsdezen per het 
schip Marij en Hillegonda te hebben uitgevoerd de 
ondervolgende goederen.
（日本での個人貿易の賃借人である下記署名者

〔へーフェンスとファン ･ ブラーム〕は、下記商

品をメリー・エン・ヒレゴンダ号で輸出したこと

をこれ〔この書類〕をもって証明する。）（8）

本史料は、1836 年 6 月 22 日付でバタヴィアにおいて

作成されたものであり、脇荷貿易賃借人 pachters であ

るヘーフェンスとファン・ブラームの署名をもつ。ま

た、本史料は写しであり、原本と同一の写しであるこ

とを証明した物産民間倉庫局委員長フェルミューレン

A.R.Vermeulen の署名をもつ。

オランダ側は長崎に持ち渡った脇荷物の中から脇荷

取引を望む商品を選び、脇荷リストとして提示するこ

とになっていた。天保 7 年の場合、本リストは未詳で

あるが、それを日本側（阿蘭陀通詞）が翻訳したリス

トが「崎陽齎来目録」五（9）に「脇荷物差出シ」とし

て所収されており、それを表にして示すと表 2 のよう

である。上記のオランダ側史料とこの日本側史料「脇

荷物差出シ」（商品名のみ）を照合したものが表 3 で

ある。なお、「脇荷物差出シ」に訳のない商品につい

ては当時の訳を参考に〔　〕を付けて拙訳を記した。

表 3 より、脇荷物の種類や数量に関しては、従来と

ほぼ変わりはなく、薬品類、硝子器・陶磁器などの食

器類、皮革・酒・顔料・時計等々、雑貨・小間物類な

どからなっているが、ウニコール (een hoorn) が持ち

渡られていることが特筆される。第 1 章で述べたよう

に、前年は脇荷物としてのウニコールの持ち渡りは禁

止されていたが、1836 年からは 1 ピコルの持ち渡り

が許されるようになっていた（B 契約書第 5 条）。

日付は明記されていないが、バタヴィアでは、

Wij ondergetekende pachters van den Japanschen 
kambang handel, verzoeken UWEd: Gestr: concent 
om te mogen afscheepen naar Japan aan boord van het 
schip Maria & Hillegoenda gezagvoerden D: A: de 
Jong de onderstaande goederen.
（日本でのカンバン貿易〔脇荷貿易〕の賃借

人である我々下記署名者〔C. リスール〕は、

閣下に下記商品を D.A. ドゥ・ヨルグ船長の

マリア・エン・ヒレゴンダ号に舶載し、日本

へ輸送することの許しを乞う。）（10）

との表題のもと、脇荷貿易品を簡略に記した後、わざ

わざ、次の文章を添えている。

De ondergeteekende verklaart dat onder de benaming 
van medicijnen maar 30 a 40 lb. een hooren zich 
bevind.
（下記署名者〔C. リスール〕は、薬種の名のもと

表 2　天保７年（1836）の脇荷リスト
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表 3　天保 7年（1836）の脇荷物
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表 4　天保 7年（1836）脇荷取引以外の取引に予定された商品
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表 5　天保 7年（1836）脇荷取引された脇荷物
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にウニコールが 30 から 40 ポンドだけ含まれてい

ることを証言する。）

すなわち、1836 年に賃借人がウニコールを日本に輸

出することは特記すべきことであったわけである。

また、表 3 に示したように脇荷物の仕入値合計が

48,102 グルデンであることより、B 契約書第 4 条に

いう「カンバン貿易のための資金は、（中略）合計

50,000 グルデン以上になってはならない」が守られて

いることがわかる。

次に、上述のように、賃借人が持ち渡った脇荷物は、

すべて取引にかけられたわけではなかった。出島にお

いて 1836 年 8 月 4 日付で、出島のオランダ商館長（het 
Neederlandsche Opperhoofd te Decima）に宛てた

De ondergeteekende wenscht de onderstaande 
artikelen, uit zijn meede gebrachte factuur buiten 
kambang van de hand te zetten. 
（下記署名者〔C. リスール〕は、下記商品を持ち

渡った送り状から取り出し、カンバン〔脇荷貿易〕

以外で販売したいと願う。）（11）

との表題を持つ史料には、脇荷取引以外での取引を望

んでいる脇荷物が列記されている。本史料を拙訳を付

して掲げたものが表 4 である。本表より取引商品に染

織類が多いのは、前年度と同様であるが、（12）硝子器・

焼物類といった食器類や、薬品類が姿を消しているこ

とは前年度との相違点としてあげられる。（なお、最

終的に薬品類（甘草）は取引商品の中に入れられた

（後掲表 6 参照）。）また、ここにみられる仕入総額が

13,572 グルデンであることより、総仕入額（48,102 グ

ルデン）のほぼ であることがわかる。すなわち、B
契約書第 7 条にいう「3 分の 1 は、（中略）賃借人の

自由処分」に従ってのことであることは明らかである。

脇荷取引は、本方取引と違い、オランダ人が持ち

渡った商品（脇荷物）を長崎会所において日本商人が

直接入札する取引であったが、天保 7 年の脇荷取引

の結果を記した史料としては、オランダ側が Nota van 
afgeleverde Kambang Goederen（引き渡したカンバン荷

物の勘定書）（13）として残している。本史料には商品

番号・商品名・販売単価・税抜き後の単価・引き渡し

数量・税抜き後の売上額の順に記されている。商品名

については拙訳を付し、本史料を一覧表にしたものが

表 5 である。この表からわかるように商品としては、

硝子器類・陶磁器類・金属器類・小間物類・皮類・薬

品類などをみることができ、品目数としては、硝子器

類が最も多く、次いで陶磁器類、薬品類となっている。

税抜き後の売上額を種類別に合計して比較してみると

表 7 のようになる。すなわち、硝子器類・陶磁器類・

食器類は全体の 15％、薬品類は 55％、皮類・小間物類・

その他は 30％であり、品目数としては上述のように
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硝子器類が多いが、売上額では薬品類が最も多いこと

がわかる。

賃借人が持ち渡った脇荷物の内、脇荷取引以外で

取引された品物については、オランダ側に Nota van 
nadere afgeleverde Kambang Goederen（さらに引き渡し

たカンバン荷物の勘定書）（14）の表題をもつ史料が残

されている。表 5 同様、商品名については拙訳を付し

て一覧表にしたものが表 6 である。この表からわかる

ように商品としては、遠目鏡・鼻目鏡・虫目鏡といっ

たレンズを使用した品々や、時計・オルゴルをはじめ

とする小間物類、ならびに、染織類などが多くみられ、

薬品としては、甘草が一品目みられるだけである。脇

荷取引同様、税抜き後の売上額を種類別に合計して比

較してみると表 8 のようになる。すなわち、遠目鏡類・

時計・オルゴル等の小間物類・その他は 43％、染織

類は 49％、薬品類は 8％であり、売上額では染織類が

最も多いことがわかる。

表 5・表 6 より税抜き後の売上総額としては、脇荷

取引では、60,023.50975 カンバンテール、脇荷取引以

外の取引では 14,407.08365 カンバンテールをそれぞれ

出していることがわかる。前年 1835 年度と比べて、（15）

脇荷取引では 18,500 カンバンテール弱の増額をみる

ことができる。しかし、脇荷取引以外の取引では、前

年度より 22,000 カンバンテール弱の減額になってし

まう。現存する 1836 年度のオランダ側史料では、こ

の件に関して十分な史料が残されていないが、おそら

く表 5・表 6 以外に取引が存在していたものと思われ

る。表 3 で記した脇荷物は、表 5「脇荷取引」、およ

び表 6「脇荷取引以外の取引」で取引された品々との

照合によっても全て処理されていないのである。

翌天保 8 年（1837）の例であるが、「脇荷取引で販

表 7　天保７年（1836）脇荷取引の商品の種類と売上額

表 8　天保７年（1836）脇荷取引以外で取引された商品の
	 種類と売上額
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売された商品の売上金」は 44,941 カンバンテール、「脇

荷取引以外で販売された商品の売上金」は 7,300 カン

バンテールあり、その他に「広東人参・甘草等の売上金」

3,000 カンバンテール、「反物の売上金」1,100 カンバ

ンテール、「ウニコールの売上金」6,771 カンバンテー

ル、合計 10,871 カンバンテールの売上金を見積書に

記録している。（16）したがって、天保 7 年の場合も「脇

荷取引」および「脇荷取引以外の取引」の他にも脇荷

物の販売が存在していたことは間違いあるまい。

天保 7 年に持ち渡られた脇荷物がどの程度取引され

ていたかについては未詳の部分もあるが、ここでは、

ひとまず「脇荷取引」と「脇荷取引以外の取引」で取

引された脇荷物の売上げ倍率を暫定的に概数として示

しておきたい。すなわち、「脇荷取引」では、約 2.8
倍〔96,037.6156 グルデン (=60,023.50975 カンバンテー

ル )÷34,530 グルデン（＝ 48,102 グルデン－ 13,572 グ

ルデン）≒ 2.8〕、「脇荷取引以外の取引」では、約 1.7
倍〔23,051.33384 グルデン (=14,407.08365 カンバンテー

ル )÷13,572 グルデン≒ 1.7〕という倍率を算出するこ

とができる。（17）脇荷取引以外の取引の売上げ倍率が

低いのは、前年度同様、投機的要素があることにより

高い利益を見込む薬品類を減らし、低い利益でも取引

が確実な染織類をはじめとする品々を増やしていたた

めであろう。

なお、上記の天保 8 年の「脇荷取引」および「脇荷

取引以外の取引」の他で販売されている「広東人参・

甘草等」と「反物」は長崎会所に販売された品々であっ

た。また、「ウニコール」は注文品（＝誂物）として

販売された品であった。この内、ウニコールは、B 契

約書第 5 条でみたように、天保 7 年より賃借人に持ち

渡りが許された品物であり、注目に値する商品と考え

られる。したがって、章を改めて後述することにする。

次に、天保 7 年に賃借人が持ち帰った輸出品につい

て考察しておきたい。輸出品の合計額は 55,802.853 カ

ンバンテールであった。この合計額の中には、縮緬や

絹織物等が 17,075 カンバンテール含まれており、（18）

染織類のしめる割合がかなり高かったことがわかる。

また、輸出品の内、34,644.125 カンバンテールにつ

いては、Lijst der goederen, die aan den Nederlandschen 
kambang commissaris door de leveranciers afgeleverd zijn. 
（納入者によってオランダカンバン委員（＝賃借人）

に引き渡された商品のリスト）（19）によって具体的に

知ることができる。本史料によって作成したものが表

9 である。輸出品に関しては、諸色売込人・漆器商ブ

エモン・大ササヤ ( ｻｻﾔの父親 )・小ササヤ ( ｻｻﾔの息

子 )・磁器商・銅器商・反物商ハクヤなどの日本側商

人によって販売されていたことがわかる。表 9 におい

て、買入価額の最も高いものは、pajongs〔日傘〕で
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あり、ついで mandwerk〔籠細工〕、zijde〔絹織物〕、

krep gekleurd〔色縮緬〕、kabaijen〔着物〕といったと

ころである。表 9 の限りにおいて商品としては、全体

的に小間物類が多く、これらの品々が当時海外で高値

で取引されていたことが推測される。

第 3章　ウニコールの取引について

ウニコールは、上述の如く、B 契約書第 5 条でみ

たように天保 7 年より賃借人に持ち渡りが許され

た品物であった。第 2 章で事例として記した天保

8 年には、127.5 ポンド（仕入値 1,976.25 グルデン

(=1,235.15625 カンバンテール））が持ち渡られ、注文

品（＝誂物）として処理されている。1837 年（天保

8 年）の Calculatieve aantooning van het resultaat dat de 
Kambanghandel dit jaar voor den pachter opgeleverd heeft.
（今年カンバン貿易〔脇荷貿易〕が賃借人にもたらす

成果の見積書）（20）には、

Provenu van eenhooren, onder de eischgoederen 
opgenomen, en hier in Kambanggeld aan den pachter 
uitbetaald･･･････････････････････････T. 6,771.00
（注文品として引き受け、ここ〔日本〕でカンバ

ン銀で賃借人に支払われたウニコールの売上金。

････････････････････6,771.00〔カンバン〕テール）

とあり、誂物として 6,771.00 カンバンテールの売上金

を出しており、仕入値の約 5.5 倍の売上げ倍率を示し

ている（　　　　　　　　　≒ 5.5）。B 契約書第 5 条

に記されているように、ウニコールは 1 ピコル（＝

120.875 ポンド＝ 100 斤）の持ち渡りが許されている

ことより、若干量は多いがそれに近い数量を賃借人は

持ち渡り、誂物として販売したわけである。

天保 8 年にウニコールは、誂物として合計 272 斤 ( ＝
328.78 ポンド ) を日本側に渡しているが、（21）この内

の 強を賃借人が引き受けていたと考えられる。誂物

を記した天保 8 年の送り状 Factuur 1837.（22）には、

100 Ned. lb.  Een hoorn  a f. 15.50 't  lb.         f. 3,100
（100 ネーデルランセポンド　ウニコール　 〔ネーデルラ

ンセ〕ポンドに付き 15.50 グルデン

〔計〕3,100 グルデン）

とあり、この年、ウニコールは誂物として 100 ネーデル

ランセポンド（＝ 202.4 ﾎﾟﾝﾄﾞ）の持ち渡りがあった。（23）

したがって、賃借人が持ち渡った 127.5 ポンドと合わ

せると 329.9 ポンドになり、天保 8 年の誂物合計 272
斤 ( ＝ 328.78 ポンド ) にほぼ一致するのである。すな

わち、賃借人のウニコールの持ち渡りは、誂物として

使用されるためのものであり、そのために持ち渡りが

許されていたと解釈できる。

賃借人による脇荷貿易が開始された天保 6 年 (1835)
時点においては、賃借人のウニコールの持ち渡りは禁

6,771.00 カンバンテール
1,235.15625 カンバンテール
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止されていた（A 契約書第 6 条）。したがって、賃借

人の輸入品の中にウニコールは存在せず、誂物を記し

た送り状 Factuur 1835（24）に、

143 Nedel. ponden  Eenhoorn  het  N. lb. a 〔f.〕9 
〔f.〕2,574

　　　　　*　　　　　*　　　　　*
51 Nedel. ponden  Eenhoorn                        〔f.〕1,020

（143 ネーデルランセポンド　ウニコール　 ネーデルランセ

ポンドに付き9〔グルデン〕　　〔計〕2,574〔グルデン〕

（中略）

51 ネーデルランセポンド　ウニコール　

〔計〕1,020〔グルデン〕）

とあり、合計 194 ネーデルランセポンド（＝ 392.6616 ポンド）

の輸入であった。この年の誂物として使用されたウニ

コールの合計は 326 斤 (=394.0525 ポンド ) であり、（25）

送り状の数量とほぼ一致する。すなわち、天保 6 年時

には政庁側が持ち渡ったウニコールによって誂物は全

てまかなわれていたのである。

では、本稿の考察対象である天保 7 年はどうであっ

たのだろうか。表 3 で示したように賃借人は ピコル

（＝ 50 斤＝ 60.4375 ポンド）を仕入値 650 グルデン（＝

406.25 カンバンテール）で持ち渡っている（1 斤 8.125
カンバンテールでの仕入値）。そして、この年の誂物

を記した送り状 Factuur 1836（26）には、

49 Nedel. ponden  Eenhoorn                         〔f.〕1,960
（49 ネーデルランセポンド　ウニコール　

〔計〕1,960〔グルデン〕）

とあり、また、日本に持ち渡ってからの計量（荷改

め）によって 0.27 ネーデルランセポンドの重量増を記録し

ていたことから、（27）合計 49.27 ネーデルランセポンド（＝

99.7239 ポンド）の輸入であったことがわかる。

天保 7 年の誂物としての使用量は 179.75 斤（＝

217.2728 ポンド）であった（1 斤 60 カンバンテール

での販売）。（28）しかし、政庁側による誂物としての輸

入（99.7239 ポンド）と賃借人の輸入（60.4375 ポンド）

の合計は 160.1614 ポンドであり、57.1114 ポンドの不

足となる。この不足分については未詳といわざるを得

ないが、考えられることとして、次の二点を挙げてお

きたい。まず一点目として、天保 7 年以前に出島にウ

ニコールが残され、それが使用されたと推測すること

である。二点目としては、表 3 に示したウニコールの

輸入量は ピコルであったが、実際には 1 ピコルの持

ち渡りであったと推測することである。B 契約書第 5
条では、「年に 1 ピコル」を許しているわけであるか

ら、もし天保 7 年に ピコルではなく、1 ピコルの輸

入であったとすると、賃借人の持ち渡りは 120.875 ポ

ンドの輸入となる。したがって、誂物の送り状の数量

と合わせて 220.5989 ポンドとなり、天保 7 年に誂物
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表 6　天保 7年（1836）脇荷取引以外で取引された脇荷物
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として使用された数量（217.2728 ポンド）にほぼ一致

する。いずれにせよ、天保 7 年時においては、誂物を

記した送り状の数量だけではウニコールの誂物はまか

なえず、賃借人が持ち渡ったウニコールが誂物として

使用されていることは間違いないであろう。

B 契約書第 5 条にいう「通常、政庁の貿易、すなわ

ちいわゆる会社貿易で受け入れられるすべての品物

は、年に 1 ピコル賃借人が輸出できる貿易品であるウ

ニコールを除いて、カンバン貿易になることはありえ

ない。」ということは、ウニコールは賃借人が持ち渡

る脇荷物ではあるが、「会社貿易で受け入れられるす

べての品物」の中に位置付けられる品物であり、天保

7 年・8 年の事例が示すように、それが誂物として使

用されているのである。このことに関しては、B 契約

書第 13 条にいう、政庁が注文品（＝誂物）を「会社

貿易の商品とは別に、日本に送る権限を維持する」問

題と関わっており、ウニコールは、賃借人が持ち渡る

脇荷物にして「会社貿易で受け入れられるすべての品

物」内で「会社貿易の商品とは別」の品物、すなわ

ち誂物になる特別の商品であったといえよう。それ

故、第 2 章で述べたように、ウニコールは輸出に際し

てバタヴィアで特記すべき商品であったわけである。

そして、その売上げ倍率も天保 7 年の場合、約 7.4 倍	

（　　　　　　　≒ 7.4）、天保 8 年の場合、約 5.5 倍

という高い率での取引となっていた。天保 6 年にはじ

まった賃借人の脇荷貿易は、翌天保 7 年には既に政庁

側の取引の一部を担い、高率の収益が約束される取引

を含みつつあったのである。

第 4章　補償金制度について

はじめにで記したように、脇荷貿易は、従来、オラ

ンダ商館長以下の館員や船員等の役得として一定額だ

け許されていた私貿易品の取引であった。それが、天

保 6 年 (1835) よりバタヴィア政庁によって決められ

た賃借人によって独占的におこなわれることになっ

た。そのため、オランダ商館長以下の館員等には補償

金が支給されることになっていた。本章においては、

天保 7 年にも実施されていた、脇荷貿易の改変によっ

て生じた職員に対する補償金制度について考察してお

きたい。

まず、補償金の存在について、A 契約書第 10 条・

B 契約書第 9 条（両条同文）より確認しておきたい。

両条には次のように記されている。

出島に所属する一商館職員が、禁じられている貿

易〔に手を出していると〕商館長が確信すれば、

賃借人に与えられる独占権のよりよい保証とし

て、カンバン貿易が無くなったことで彼〔職員〕

に与えられる補償金が賃借人のために取り上げら

60 カンバンテール
8.125 カンバンテール
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れ、その上、場合によっては、役職の剥奪をもっ

て罰せられる。（下線部は筆者が付した）

すなわち、出島商館職員には、「カンバン貿易が無く

なったことで」補償金が与えられることになっていた

のである。この補償金に関しては、厳重な取り決めが

されていた。1835 年 4 月 14 日付けの政庁決議第 7 条

では以下のように規定された。（29）

第 7 に。日本商館職員の例年の日本での私貿易で

の独占権を放棄することに対する承認の負債とし

て、その貿易がなくなることに対する補償金とし

て以下のように支払われることを定める。

商館長に対して

	 …………………… 6,000 グルデン

荷倉役、簿記役、筆者頭に対して

	 …………………… 3,000 グルデン

三人の商務員補それぞれに対して

	 …………………… 1,500 グルデン

荷倉掛下役に対して

	 ……………………… 500 グルデン

船長それぞれに対して

	 …………………… 2,000 グルデン

　それぞれの貿易年の終了後、バタヴィアの国の

金庫において、銀貨で支払われることになる。そ

して、〔それは〕民間職員のための寡婦扶助基金

と孤児救済基金のためという習慣的な割引のもと

に〔支払われる〕。しかしながら、もしあらゆる

禁じられた貿易をやめていないということが判明

したなら、この支払は中止されるということを、

了承しておかなければならない。

天保 7 年の場合、上記の規定に従って、1836 年 10 月

31 日付けで表 10 のような補償金リストが出島商館長

ニーマンによって作成されている。（30）そして、その

後バタヴィアにおいて 1836 年 12 月 22 日付けで「合

計 14,000 グルデンの銀貨で精算され」また、「合計

700 グルデンの銀貨が民間の寡婦扶助基金と孤児救済

基金のために支払の際に差し引かれる」ことが決定し

ている。なお、「民間の寡婦扶助基金と孤児救済基金

への義援金」は年によって率が変わり、因みにこの制

度がはじまった前年度（1835 年度）は 4％であった。（31）

また、船長（D.A. ドゥ・ヨルグ）への補償金 2,000
グルデンに関しても、同日の日付けで書類が作成され、

精算されているが、義援金の供出はされていない。（32）

いずれにせよ、この補償金制度は脇荷貿易システム

の改変によって生まれたものであり、バタヴィア政庁

の支払のもと 1837 年以降も継続しておこなわれた。

おわりに

以上、本稿においては、天保 6 年 (1835) からはじ
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まった賃借人による脇荷貿易について、翌天保 7 年に

どのように継続しておこなわれていたのか、オランダ

側・日本側両史料を検討し、その実態を考察した。前

年度同様、天保 7 年の脇荷貿易はバタヴィアで賃借人

と政庁との間で結ばれた契約に基づいておこなわれて

おり、脇荷取引の売上額の増加をみていた。また、ウ

ニコールの持ち渡りに象徴されるように賃借人の取引

には前年度とは違った要素が見られるようになってき

ている。

賃借人による脇荷貿易がその後、如何なる変遷をた

どったか、その実態については今後さらに多くのオラ

ンダ側史料・日本側史料を検討し、事例を積み重ねて

いくことにより、明らかになっていくものと考えられ

る。
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県史』史料編第四、吉川弘文館、昭和 40 年、278 頁参照。）

(3) 山脇悌二郎「脇荷貿易雑考」参照、102 頁。J. A. van der 

Chijs., Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602 ～ 1811, Tweede 

Deel, 's Hage, 1880. P.421.

(4) オランダ船の脇荷貿易ならびにそこで取引された脇荷物に

関しては、従来、関山直太郎「看板（Kambang）貿易考」（『経

済史研究』第 13 巻第 6 号、昭和 10 年）・永積洋子「オラ

ンダ商館の脇荷貿易について－商館長メイランの設立した

個人貿易協会 (1826 － 1830 年 ) －」（『日本歴史』第 379 号、

昭和 54 年）・山脇悌二郎「脇荷貿易雑考」等の研究を挙げ

ることができる。

	 　また、筆者は既に「近世後期におけるオランダ船の脇荷

物輸入について－文政 9 年（1826）を事例として－」（『鶴

見大学紀要』第 49 号第 4 部、平成 24 年）・「幕末開国期に

おける日蘭貿易－安政 3 年 (1856) の本方荷物と脇荷物の取

引－」（『鶴見大学紀要』第 51 号第 4 部、平成 26 年）・「幕

末期におけるオランダ船の脇荷物輸入について－弘化 4 年

(1847) を事例として－」（『鶴見大学紀要』第 52 号第 4 部、

平成 27 年）・「幕末期における蘭船脇荷物輸入について－

弘化 3 年 (1846) を事例として－」（『鶴見大学紀要』第 53

号第 4 部、平成 28 年）・「幕末期における蘭船脇荷物輸入

の基礎的研究－弘化 2 年 (1845) を事例として－」（『文化

財学雑誌』第 12 号、平成 28 年）・「賃借人の登場－近世後

期におけるオランダ船脇荷貿易システムの改変とその実態
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表 9　天保７年（1836）賃借代理人による輸出品
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－」（『洋学』第 23 号、平成 28 年）・「江戸時代後期におけ

る出島貿易品の基礎的研究－天保 15 年 (1844) を事例とし

て－」（『鶴見大学紀要』第 54 号第 4 部、平成 29 年）・「幕

末期におけるオランダ船脇荷物輸入の基礎的研究－嘉永元

年 (1848) を事例として－」（『鶴見大学紀要』第 54 号第 4 部、

平成 29 年）を発表し、近世後期、特に 19 世紀に入ってか

らの日蘭貿易における脇荷物輸入を中心とした調査研究に

取り組んでいる。

(5) 永積洋子「オランダ商館の脇荷貿易について－商館長メイ

ランの設立した個人貿易協会 (1826 － 1830 年 ) －」参照。

(6) Kontrakt onder nadere goedkeuring der Regering gesloten 

tusschen den Directeur van 's lands Producten en Civiele 

Magasijnen namens het Gouvernement en de Kooplieden S: 

van Basel Toelaer en Co. krachtens de autorisatie verleend bij 

Resolutie van den 23e. Meij 1835 No. 1. [Japan Portefeuille No. 33. 

1835] MS. N.A. Japans Archief, nr. 1456(K.A.11809). (Tōdai-

Shiryō Microfilm: 6998-1-85-3).

(7) Kontrakt onder nadere goed keuring der Regering gesloten 

tusschen den directeur van 's Lands Producten en Civiele 

Magazijnen namens het Gouvernement en de kooplieden Gevers 

en van Braam: krachtens de autorisatie verleend bij Resolutie 

van den 26 Junij 1835 No. 19. [Japan Portefeuille No. 34. 1836] 

MS. N.A. Japans Archief, nr. 1457(K.A.11810). (Tōdai-Shiryō 

Microfilm: 6998-1-85-13).

(8) De ondergetekenden, pachters van den Japanschen particulieren 

handel, verklaren mitsdezen per het schip Marij en Hillegonda 

te hebben uitgevoerd de ondervolgende goederen. [Japan 

Portefeuille No. 34. 1836] MS.N.A. Japans Archief, nr. 1457(K.A. 

11810). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-85-13).

(9) 「崎陽齎来目録」五（早稲田大学図書館所蔵）。

(10) [Japan Portefeuille No. 34. 1836] MS.N.A. Japans Archief, nr. 

1457(K.A. 11810). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-85-13).

(11) De ondergeteekende wenscht de onderstaande artikelen, uit zijn 

meede gebrachte factuur buiten kambang van de hand te zetten. 

[Japan Portefeuille No. 34. 1836] MS.N.A. Japans Archief, nr. 

1457(K.A. 11810). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-85-13).

(12) 拙稿「賃借人の登場－近世後期におけるオランダ船脇荷貿

易システムの改変とその実態－」（『洋学』第 23 号、平成

28 年）10 ～ 16 頁参照。

(13) Nota van afgeleverde Kambang Goederen. [Japan Portefeuille No. 

34. 1836] MS.N.A. Japans Archief, nr. 1457(K.A. 11810). (Tōdai-

Shiryō Microfilm: 6998-1-85-12).

(14) Nota van nadere afgeleverde Kambang Goederen. [Japan 

Portefeuille No. 34. 1836] MS.N.A. Japans Archief, nr. 1457 (K.A. 

11810). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-85-12).

(15) 註 (12) 参照、16 ～ 20 頁。

(16) Calculatieve aantooning van het resultaat dat de Kambanghandel 

dit jaar voor den pachter opgeleverd heeft. [Japan Portefeuille 

No. 35. 1837] MS. N.A. Japans Archief, nr. 1458 (K.A. 11811). 

(Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-86-12).

表 10　1836 年度の出島商館職員に対する補償金



近世後期における賃借人の脇荷貿易について

254

(17) 本稿においては、当時のグルデン (gulden) とカンバンテー

ル (kambang theil) との換算を用いて、1 カンバンテール＝ 1.6

グルデンでおこなっている。

(18) Lijst der goederen, die aan den Nederlandschen kambang 

commissaris door de leveranciers afgeleverd zijn.[Japan 

Portefeuille No. 34. 1836] MS.N.A. Japans Archief, nr. 1457 (K.A. 

11810). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-85-12).の裏表紙には、

Totaal van den uitvoer T.55,802.853 daar onder begrepen T.12,914 

aan krippe en zijde stoffen aan de zaak bezorgers, beneven T.4,161 

aan kripzeil : linne.（輸出品の総額 55,802.853〔カンバン〕テー

ル、この中には、〔業者の〕代理人へ〔支払う〕縮緬と絹

織物 12,914〔カンバン〕テールと、さらに縮緬地の帆布、

すなわちリネン 4,161〔カンバン〕テールが含まれている。）

と記されている。

(19) Lijst der goederen, die aan den Nederlandschen kambang 

commissaris door de leveranciers afgeleverd zijn.[Japan 

Portefeuille No. 34. 1836] MS.N.A. Japans Archief, nr. 1457 (K.A. 

11810). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-85-12).

(20) 註 (16) 参照。

(21) 拙著『日蘭貿易の構造と展開』（吉川弘文館、平成 21 年）

141 ～ 177 頁参照。

(22) Factuur 1837. [Japan Portefeuille No. 35. 1837] MS. N.A. Japans 

Archief, nr. 1458 (K.A. 11811). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-

1-86-24).

(23) 本稿においては、当時の斤、ポンド (pond, lb.)、ネーデルラ

ンセポンド (Ned. lb.) の換算を用いて、100 斤＝ 120.875 ポ

ンド＝ 59.72 ネーデルランセポンドでおこなっている。な

お、本稿でのポンドはアムステルダムセポンド (Amst. lb.)

をさす。

(24) Factuur 1835. [Japan Portefeuille No. 33. 1835] MS. N.A. Japans 

Archief, nr. 1456 (K.A. 11809). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-

1-85-10). 

(25) Bijlaag 3. Lijst der eisch goederen van Ao. 1835. [Japan 

Portefeuille No. 33. 1835] MS. N.A. Japans Archief, nr. 1456 (K.A. 

11809). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-85-6).

(26) Factuur 1836.[Japan Portefeuille No. 34. 1836] MS.N.A. Japans 

Archief, nr. 1457(K.A. 11810). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-

86-2).

(27) Proces Verbaal.[Japan Portefeuille No. 34. 1836] MS.N.A. Japans 

Archief, nr. 1457(K.A. 11810). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-

86-6).

(28) Lijst der eisch goederen van Ao. 1836. [Japan Portefeuille No. 34. 

1836] MS.N.A. Japans Archief, nr. 1457 (K.A. 11810). (Tōdai-

Shiryō Microfilm: 6998-1-86-5).

(29) Extract uit het Register der Resolutien van den Gouverneur 

Generaal ad interim van Nederlandsch Indië in Rade. [Japan 

Portefeuille No. 33. 1835] MS.N.A. Japans Archief, nr. 1456 (K.A. 

11809). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-85-3).  

(30) Staat der indemniteiten voor het gemis van den particulieren 

handel, komende aan de ondervolgende ambtenaren der 

Nederlandsche Factorij te Desima, overeenkomstig het bepaalde 

bij art: 7 van de Resolutie der Regering, dd: 14 April 1835, Nr. 

1. [Japan Portefeuille No. 34. 1836] MS.N.A. Japans Archief, nr. 

1457 (K.A. 11810). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-85-13).

(31) Staat der indemniteiten voor het gemis van den particulieren 

handel, komende aan de ondervolgende ambtenaren der 

Nederlandsche Factorij te Desima, overeenkomstig het bepaalde 

bij art. 7 van de Resolutie der Regering, dd: 14 April 1835, Nr. 

1. [Japan Portefeuille No. 33. 1835] MS.N.A. Japans Archief, nr. 

1456 (K.A. 11809). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-85-1).

(32) Indemniteit voor het gemis van den particulieren handel, 

komende aan de gezagvoerder van het schip Marij en Hillegonda 

krachtenes art: 7 van de resolutie der Regering dd: 14 April 1835, 

Nr. 1. [Japan Portefeuille No. 34. 1836] MS.N.A. Japans Archief, 

nr. 1457(K.A. 11810). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-85-13).

［付記 1］

　本稿のオランダ語表記については、東京大学史料編纂所共同

研究員イサベル・田中・ファンダーレン氏に校閲頂きました。

記して深甚なる謝意を表します。

［付記 2］

　本稿は、JSPS 科研費 17K03110 の助成を受けたものです。


